
所得税・市県民税フローチャート
申告が必要かどうかの判断にご利用ください

スタート

　

年金以外の

所得がある。

・収入なし

・非課税所得のみ

遺族年金、障害年金

失業給付金等

令和6年1月1日に

南アルプス市に住んでいた。

令和5年中(1/1～12/31)にどのような収入がありましたか？

主に公的年金

源泉徴収票に載っていない

控除を追加したい。

①

年金以外の所得が

20万円を超える。

① ②

② ③

年金収入が

400万円を超える。

主に営業・農業・不動産

収入が、必要経費と

所得税控除の合計額を超える。

① ②

主に給与

給与収入が

２千万円を超える。

はい いいえ

①

勤務先は一か所で年末調整をしている。

(複数あっても年末調整で合算している

場合は「はい」へ)

給与以外の所得が

20万円を超える。

給与以外の

所得がある。

① ②

2ヶ所以上から給与を受けていて年

末調整していない給与収入とその他

の所得との合計が20万円を超える。

①

源泉徴収票に載っていない

控除を追加したい。

③
①

勤務先が、南アルプス市に

給与支払報告書を提出している。

（不明な場合は勤務先に

お問い合わせください）

②

※所得税の還付を受けたい場合は、チャートの結果に

関わらず税務署への確定申告が必要です。

南アルプス市に申告する必要はありません。

令和6年1月1日に住んでいた自治体へご相談ください。

①の方は確定申告が必要です

②の方は市民税申告が必要です

③の方は申告不要です

②

はい いいえいいえはい

はい

はい いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

はい
はい

はい

はい

はい

はい いいえ

いいえ

いいえ

※収入とは控除等を差し引く前の

総収入額です。給与・公的年

金の所得額の算出については、

「市県民税における所得及び控

除の説明」チラシを参照してく

ださい。

いいえ いいえ いいえ

いいえ

○このフローチャートは一般的な収入の申告について記載しています。

このフローチャートに当てはまらない種類の収入がある場合、特例の適用を受ける場合、分離課税の収入がある

場合、税額の控除を申告する場合などについては、税務課市民税担当までお問合せください。


